
Ｑ．他社と比べて交際費が多額だという指摘を受けたのですが・・ 

 

 調査の現場で、「交際費が同業他社と比べて多額なので、半分にします。」という否認指

摘を受けることがあります。これはどうなのでしょうか？ 

 つまり、そもそも（接待）交際費は、同業他社と比べて多額なのであれば、本当に経費

（損金）にならないのか、というポイントです。 

 法律では、法人における交際費をこのように定めています。 

  

租税特別措置法第６１条の４（交際費等の損金不算入） 

３  第１項に規定する交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、

その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他

これらに類する行為のために支出するものをいう。 

 

 つまり交際費とは、「法人が支出する経費」のうち、「接待、供応、慰安、贈答その他こ

れらに類する行為のために支出するもの」を指します。 

 ですから、個人的な支出は経費（損金）にならないのは当然として、法人が支出するも

のであって、それが取引先などを接待するものであれば、経費になるというわけです（た

だし、損金になるための上限金額は設定されています）。 

 ここから明らかであるとおり、交際費は何も同業他社と比べて高いからダメというわけ

ではないのです。 

 

 では、なぜ調査官が同業他社と比べたがるかというと、役員報酬や役員退職金と話がご

っちゃになっているからです。 

 役員報酬や役員退職金は、「法律的に」同業他社と比べて異常に高い場合には、損金にな

らないという規定があります。 

 

法人税法施行令第７０条（過大な役員給与の額） 

内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与の額が、当該役員の職務の

内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同

種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に

照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合に

おけるその超える部分の金額 

 

 交際費については同業他社と比べて多額であっても何ら問題ありませんから、調査官の

誤った指摘にはきちんと反論しましょう。 

（平成２５年１０月掲載：この記事は掲載時点の法令等に基づいて記述しております。） 


